
批

評

紹

介

　

前
漢
刑
法
志

　
　

附
補
前
漢
刑
法
志

　

後
漢
刑
法
志

　

魏
刑
法
志

　

晋
刑
法
志

　

宋
刑
法
志

　

南
斉
刑
法
志

　

梁
刑
法
志

　

陳
刑
法
志

　

後
魏
刑
罰
志

　

北
喪
刑
法
志

・
－
後
周
刑
法
志

　
　
　

附
録
南
北
朝
刑
法
志

’
隋
刑
法
志

　

膚
刑
法
志

　
　
　

附
録
唐
刑
法
志

　
　

五
代
刑
法
志

　
　

宋
刑
法
志

　
　

流
刑
法
志

　
　

金
刑
法
志

　
　

元
刑
法
志

　
　
　

附
録
元
刑
法
志

　
　

明
刑
法
志

　
　

済
刑
法
志

　

｀

（
漢
書
刑
法
志
）

（
漢
書
王
莽
傅
）

（
後
漢
書
本
紀
、
列
傅
）

（
三
國
志
魏
志
本
紀
、
列
傅
）

（
晋
書
刑
法
志
）

（
宋
書
本
紀
、
列
佩
）

（
南
斉
書
本
紀
、
列
傅
）

（
梁
書
本
紀
、
列
傅
）

（
陳
書
本
紀
、
列
傅
）

。
（
魏
書
刑
罰
志
）

（
北
斉
書
本
紀
、
列
傅
）

（
周
書
本
紀
、
列
傅
）

（
隋
書
刑
法
志
、
そ
の
他
）

（
隋
書
・
刑
法
志
）

（
葺
唐
書
刑
法
志
）

（
唐
１
　
・
・
刑
法
志
）

（
醤
五
代
史
刑
法
志
）

（
宋
史
刑
法
志
ｙ

（
遼
史
刑
法
志
）

（
金
史
刑
法
志
）

（
新
元
史
刑
法
志
。

（
元
史
刑
法
志
）

（
明
史
。
刑
法
志
）

（
清
史
稿
刑
法
志
）
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歴
代
刑
法
志

丘
漢
平
編
’
著

民
國
二
十
七
年
七
月
刊
、
上
下
二
珊
、
六
四
二
頁

定
價
毎
部
肆
元
、
長
沙
商
務
即
書
館
発
行

　
　
　
　

本
書
は
編
者
が
其
の
序
に
述
べ
て
居
る
處
に
よ
れ
ば
、
従
来

　
　
　

沈
家
本
い
程
樹
徳
等
の
諸
氏
に
よ
っ
て
工
作
せ
ら
れ
た
二
１
　
四

　
　
　

史
の
法
律
材
料
編
纂
の
不
完
全
さ
に
懐
ら
９
　
　
し
て
篤
さ
れ
た
も

　
　
　

の
で
あ
っ
て
、
正
史
に
基
く
中
國
法
律
史
的
資
料
の
編
纂
は
本

　
　
　

書
に
次
い
で
歴
朝
律
考
、
Ｍ
代
折
獄
事
例
、
歴
代
仙
刑
紀
、
歴

　
　
　

朝
刑
政
駁
議
、
贋
代
司
法
制
度
考
、
歴
代
法
律
著
述
考
等
の
名

　
　
　

柳
の
下
に
陸
時
上
梓
さ
れ
る
橡
定
で
あ
る
。

　
　
　
　

題
名
に
よ
っ
て
知
ら
る
と

　
　
　

法
志
の
を
文
或
は
抜
葦
を
時
代
順
に
配
列
し
た
も
の
で
あ
り
、

　
　
　

正
史
に
於
て
刑
法
志
を
訣
除
せ
る
も
の
は
之
を
各
本
紀
、
列
傅

　
　
　

中
に
索
め
或
は
正
史
以
外
よ
り
補
綴
し
て
ゐ
ろ
。
今
本
書
に
収

　
　
　

録
せ
ら
る
ｘ
も
の
を
列
記
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
但
し

5
4

　
　

（
）
の
中
は
紹
介
者
が
便
宜
上
附
加
し
た
こ
と
を
お
断
り
す
る
。

；

：

；
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而
し
て
上
記
の
各
刑
法
志
は
、
例
へ
ば
前
涜
刑
法
志
に
於
て

刑
法
之
由
来
、
刑
法
不
可
腹
、
周
秦
之
刑
政
以
下
約
三
十
鯨
の

見
出
し
が
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
如
く
、
記
事
の
内
容
に
相
富
す
る

細
い
見
出
し
が
無
数
に
列
皐
せ
ら
れ
、
何
れ
も
本
文
の
上
欄
に

附
加
せ
ら
れ
て
居
り
、
且
つ
原
典
を
其
の
併
称
載
し
て
ゐ
る
も

の
は
顧
序
の
愛
更
か
加
へ
’
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
が
、
適
宜
植
華
し

た
も
の
は
大
蔵
に
於
て
或
る
一
定
の
範
喘
の
下
に
年
代
順
に
配

列
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
一
覧
に
は
頗
る
便
宜
で
あ
・
る
。

　

今
其
の
内
容
に
就
い
て
一
二
気
附
い
た
鮎
を
言
ふ
な
ら
ば
、

先
づ
共
の
編
纂
の
杜
撰
な
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
此
の
書
が
一
人

の
手
に
よ
り
篤
さ
れ
た
も
の
で
な
く
し
て
、
多
数
の
人
々
の
共

同
工
作
に
よ
り
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
ら
し
て
、
此
の
間

に
多
少
の
統
一
を
訣
く
こ
と
は
已
む
を
得
ざ
る
こ
と
ｘ
し
て
も

根
本
に
於
て
躍
固
た
る
一
定
の
方
針
の
下
に
遂
行
さ
れ
た
か
ど

う
か
梢
々
疑
は
し
い
。
数
多
き
正
史
の
法
律
間
係
記
事
を
（
但

し
殆
ん
ど
各
刑
法
志
の
称
載
で
は
あ
る
が
）
収
録
し
た
並
々
な

ら
ぬ
努
力
の
程
は
充
分
に
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
史

料
の
再
録
に
客
つ
で
は
此
の
種
の
編
纂
物
に
往
々
見
ら
る
ｘ
粗

雑
さ
が
注
意
さ
れ
る
。
例
へ
ば
二
十
四
史
の
法
律
的
史
料
と
言

ひ
條
、
第
一
に
史
記
、
南
史
、
北
史
、
新
五
代
史
を
訣
い
て
ゐ

る
。
此
等
は
刑
法
志
が
訣
除
せ
る
篤
め
省
略
し
た
も
の
と
一
座

は
思
考
さ
れ
る
が
、
前
述
の
如
く
之
を
訣
く
も
の
は
他
よ
り
填

補
し
、
形
式
的
に
も
殆
ん
ど
全
部
列
畢
し
て
t
Ｓ
る
ｓ
ｉ
か
ら
推
し

て
、
他
と
の
均
衡
上
附
録
と
し
て
で
も
牧
む
る
べ
き
で
あ
ら

う
。
例
へ
ば
史
記
の
楽
１
　
第
二
に
「
刑
以
防
北
ハ
姦
、
噌
楽
刑
政

共
極
一
也
」
と
あ
る
が
如
き
、
営
時
の
刑
法
理
論
を
察
知
す
る

上
か
ら
見
て
も
、
営
然
殷
め
ら
る
べ
き
價
値
あ
る
も
の
と
信
ぜ

ら
れ
る
。
次
ぎ
に
主
節
？
と
附
録
と
の
開
係
で
あ
っ
て
、
附
録

を
別
に
設
け
た
所
以
が
甚
だ
明
瞭
で
な
い
。
前
漢
刑
法
志
に
在

っ
て
は
、
附
鎌
の
部
が
輩
に
漢
書
王
莽
傅
の
抜
草
で
あ
り
、
北
ハ

の
末
尾
に
顔
師
古
、
座
郡
等
の
註
を
二
百
八
十
有
鯨
も
列
記
せ

る
こ
と
の
如
き
、
又
南
北
朝
の
そ
れ
は
洵
に
混
雑
を
極
め
、
正

史
以
外
の
１
　
即
ち
附
府
元
輪
刑
法
部
、
太
平
御
覧
刑
法
部
ご

典
刑
典
等
の
中
よ
り
引
用
せ
る
如
き
、
更
に
梁
、
陳
、
北
膏
に

至
っ
て
は
隋
書
刑
法
志
よ
り
探
っ
て
ゐ
る
結
果
、
次
の
隋
刑
法

志
の
本
文
と
電
複
す
る
醜
態
を
演
じ
て
ゐ
る
が
如
き
で
あ
る
。

叉
唐
に
於
て
は
蕉
唐
書
を
主
節
と
し
唐
書
を
従
と
し
て
ゐ
る
に

反
し
、
元
に
在
っ
て
は
よ
り
史
料
價
値
の
乏
し
い
新
元
史
を
主

と
し
て
其
の
重
要
性
の
よ
り
高
い
元
史
を
附
鎌
と
し
て
ゐ
る
こ

と
、
之
は
其
の
序
に
説
か
れ
て
ゐ
る
通
り
内
。
容
の
蕪
雑
よ
り
も

84



　
　
　

沿
革
の
叙
述
の
詳
細
な
る
に
重
鮎
を
置
い
た
の
で
あ
る
が
、
附

　
　
　

録
設
置
の
間
に
於
け
る
消
息
判
然
と
し
た
い
も
の
が
あ
る
。
狗

　
　
　

之
は
附
録
南
北
就
刑
法
志
に
於
て
特
に
見
ら
れ
る
處
で
あ
る
が

　
　
　

引
用
に
際
し
て
出
典
を
明
示
し
て
ゐ
な
い
鮎
で
あ
る
。
前
者
が

　
　
　

一
二
を
除
く
の
外
正
史
に
刑
法
志
を
訣
い
て
居
り
他
よ
り
補
綴

　
　
　

せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
之
乍

　
　
　

補
っ
た
場
合
殆
ん
ど
出
所
を
明
確
に
記
し
て
居
な
い
の
で
、
原

　
　
　

典
に
営
る
に
際
し
て
少
か
ら
雫
不
便
を
感
ず
る
。
惟
ふ
に
一
貫

　
　
　

せ
る
記
事
を
作
成
す
る
場
合
に
数
種
の
書
を
引
用
す
る
篤
め
、

　
　
　

一
々
出
所
を
阜
示
す
る
こ
と
の
煩
瓊
な
る
を
厭
ひ
し
故
な
ら
ん

　
　
　

と
推
察
せ
ら
る
ｘ
が
、
原
典
の
補
訂
削
除
に
富
っ
て
は
必
ず
北
ハ

　
　
　

理
由
を
註
し
出
典
を
明
確
に
指
示
し
む
く
要
あ
る
は
言
ふ
を
侯

　
　
　

た
な
い
處
で
あ
る
。

　
　
　
　

斯
く
看
じ
来
る
と
本
書
は
種
々
訣
鮎
を
有
し
て
ゐ
る
が
、
従

　
　
　

来
殆
ん
ど
完
成
さ
れ
得
な
か
っ
た
二
十
四
史
の
刑
法
志
を
兎
も

　
　
　

角
此
れ
迄
に
纒
め
上
げ
た
努
は
多
と
す
べ
き
で
あ
る
と
同
時
に

　
　
　

之
に
依
っ
て
支
那
法
律
狸
達
史
を
窺
知
す
る
こ
と
が
比
較
的
容

　
　
　

易
で
あ
り
、
又
無
数
の
見
出
し
は
索
引
的
存
在
價
値
を
有
す
る

　
　
　

も
の
と
し
て
史
料
蒐
集
の
場
合
甚
だ
便
利
で
あ
る
こ
と
を
感
謝

ｍ

　
　

せ
ね
ば
た
ら
た
い
。
更
に
序
文
・
に
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
様
に
贋
者

が
本
書
に
よ
っ
て
中
國
的
固
有
法
制
精
祁
を
深
切
に
認
識
す
る

こ
と
が
出
来
る
た
ら
ば
、
此
の
編
纂
に
於
け
る
編
者
の
期
す
る

處
に
庶
幾
せ
る
も
の
と
言
へ
よ
う
。
益
に
本
書
の
上
梓
を
祀
箱

す
る
と
共
に
、
前
掲
歴
朝
律
考
以
下
の
刊
行
の
際
先
き
に
述
べ

た
諸
鮎
が
是
正
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
希
望
し
て
μ
■
Ｕ
４
ｉ
い
も
の
で

あ
る
。
（
岡
本
午
一
）

　
　

】
Ｖ
ｌ
ａ
ｒ
ｇ
ｌ
ｎ
ａ
ｌ
ｉ
ａ
　
ｔ
ｏ
　
ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｈ
ｉ
ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
ｉ
ｅ
ｓ
　
ｏ
ｆ

　
　
　

ｔ
ｈ
ｅ
　
Ｎ
０
ｒ
ｔ
ｈ
ｅ
ｒ
ｎ
　
Ｄ
ｙ
ｎ
ａ
ｓ
ｔ
ｉ
ｅ
ｓ
.

　
　
　

ｂ
ｙ
　
Ｐ
ｅ
ｔ
ｅ
ｒ
　
Ａ
.
　
Ｂ
ｏ
ｏ
ｄ
ｂ
ｅ
ｒ
ｇ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｕ
ｎ
ｉ
ｖ
.
　
ｏ
ｆ
　
Ｃ
ａ
ｌ
.
ｆ
ｏ
ｒ
ｎ
ｉ
ａ
.

　
　
　

其
一

　

Ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｐ
ｈ
ｙ
ｌ
ａ
ｃ
ｔ
ｎ
　
Ｓ
ｉ
ｍ
ｏ
ｃ
ａ
ｔ
ｔ
ａ
　
ｏ
ｎ
　
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
.

　

紀
元
六
、
七
世
紀
の
ビ
ザ
ン
ツ
史
家
テ
オ
’
フ
ィ
ラ
ク
ツ
ス
・

シ
そ
カ
ツ
タ
は
彼
の
H
i
ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
ｉ
ａ
ｅ
第
七
巻
に
東
亜
の
大
王
國
（
印

ち
支
那
）
に
開
す
る
記
述
の
篤
に
一
節
を
割
い
て
ゐ
る
が
、
こ

の
資
料
は
突
蕨
か
ら
獲
ら
れ
た
も
の
で
、
ｙ
ル
Ｊ
・
ボ
ー
ロ
以

前
に
於
け
る
欧
人
の
支
那
に
開
す
る
見
聞
の
尤
た
る
も
の
。
で
あ

る
。
そ
の
支
那
に
開
す
る
１
　
五
項
の
記
事
は
、
事
賓
と
虚
構
と

の
混
合
で
■
＼
Ｓ
ｆ
Ｑ
と
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
支
那
史
料
と
對
照
批
判
さ

る
べ
き
で
あ
る
。
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